
新　法 旧　法 期間経過 死亡 故障

671.00 ㎡ ○ ●

計 671.00 ㎡

609.00 ㎡ ○ ●

計 609.00 ㎡

1,082.00 ㎡ ○ ●

計 1,082.00 ㎡

191.00 ㎡ ○ ●

30.00 ㎡ ○ ●

71.00 ㎡ ○ ●

52.00 ㎡ ○ ●

311.00 ㎡ ○ ●

425.00 ㎡ ○ ●

計 1,080.00 ㎡

10.00 ㎡ ○ ●

18.00 ㎡ ○ ●

計 28.00 ㎡

2.49 ㎡ ○ ●

942.00 ㎡ ○ ●

計 944.49 ㎡

386.00 ㎡ ○ ●

計 386.00 ㎡

2.95 ㎡ ○ ●

計 2.95 ㎡

1,619.00 ㎡ ○ ●

計 1,619.00 ㎡

49.00 ㎡ ○ ●

96.00 ㎡ ○ ●

94.00 ㎡ ○ ●

80.00 ㎡ ○ ●

計 319.00 ㎡

890.00 ㎡ ○ ●

計 890.00 ㎡

1,563.00 ㎡ ○ ●

計 1,563.00 ㎡

1,300.00 ㎡ ○ ●

442.00 ㎡ ○ ●

177.00 ㎡ ○ ●

588.00 ㎡ ○ ●

計 2,507.00 ㎡

1,280.00 ㎡ ○ ●

21.00 ㎡ ○ ●

計 1,301.00 ㎡

341.00 ㎡ ○ ●

760.00 ㎡ ○ ●

501.00 ㎡ ○ ●

496.00 ㎡ ○ ●

387.00 ㎡ ○ ●

計 2,485.00 ㎡

生産緑地
地区番号

計画図
番  号

位　　置 地　　積

生産緑地法
指定種別

買　取　申　出 公共施設
転    用

その他

№68 2/16 柚木町3丁目地内

№197 1/16 今井1丁目地内

№213 1/16 今井1丁目地内

№281 11/16 梅郷4丁目地内

№332 8/16 梅郷5丁目地内

№334 8/16 梅郷5丁目地内

№346 5/16 根ヶ布1丁目地内

№404 7/16 師岡町2丁目地内

№406 3/16 大門1丁目地内

№424 10/16 野上町3丁目地内

№436 10/16 新町1丁目地内

№461 4/16 今寺3丁目地内

№493 6/16 藤橋3丁目地内

№515 12/16 新町1丁目地内

№271 8/16 梅郷4丁目地内

資料１－２生産緑地地区の削除・追加一覧表

削除一覧表
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新　法 旧　法 期間経過 死亡 故障

生産緑地
地区番号

計画図
番  号

位　　置 地　　積

生産緑地法
指定種別

買　取　申　出 公共施設
転    用

その他

64.00 ㎡ ○ ●

384.00 ㎡ ○ ●

395.00 ㎡ ○ ●

412.00 ㎡ ○ ●

373.00 ㎡ ○ ●

374.00 ㎡ ○ ●

計 2,002.00 ㎡

1,200.00 ㎡ ○ ●

386.00 ㎡ ○ ●

計 1,586.00 ㎡

1,026.00 ㎡ ○ ●

計 1,026.00 ㎡

1,302.00 ㎡ ○ ●

419.00 ㎡ ○ ●

132.00 ㎡ ○ ●

計 1,853.00 ㎡

807.00 ㎡ ○ ●

計 807.00 ㎡

819.00 ㎡ ○ ●

計 819.00 ㎡

810.00 ㎡ ○ ●

計 810.00 ㎡

626.00 ㎡ ○ ●

527.00 ㎡ ○ ●

計 1,153.00 ㎡

331.00 ㎡ ○ ●

計 331.00 ㎡

170.00 ㎡ ○ ●

827.00 ㎡ ○ ●

計 997.00 ㎡

505.00 ㎡ ○ ●

計 505.00 ㎡

25地区 1地区 1地区 23地区 0地区 2地区

（25件） （1件） （1件） （23件） （0件） （2件）

＜　参　考　＞

期 間 経 過　…

死 亡・故 障　…

公共施設転用　…

そ　 の 　他　…

（面積要件欠如）

№554 16/16 友田町1丁目地内

№561 9/16 新町5丁目地内

№693 14/16 長淵8丁目地内

№703 12/16 新町3丁目地内

№727 13/16 河辺町9丁目地内

№794 7/16 師岡町2丁目地内

№824 1/16 今井1丁目地内

№851 11/16 梅郷4丁目地内

№852 2/16 柚木町3丁目地内

№855 1/16 今井1丁目地内

合計 ― ― ―

　生産緑地法（旧法：昭和４９年６月１日法律第６８号）附則第２条（生産緑地に関す
る経過措置）により、第１種生産緑地地区の適用を受けたものは、指定後1０年で期間満
了となる。それ以降いつでも買取り申出をすることが可能であることから、買取り申出
が行なわれたもの。
　なお、生産緑地法の一部を改定する法律（平成３年４月２６日法律第３９号）以降の
規定では、指定後３０年で期間満了となる。

　生産緑地法第１０条による当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者の死亡もしく
は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至ったため、買取り申出が行われた
もの。

　生産緑地法第８条第４項に規定される公共施設等の設置または管理に係る行為で、生
産緑地を解除するもの。

　地区の一部が買取り申出等により生産緑地から解除され、残る生産緑地が指定要件を
欠くことにより生産緑地として継続できなくなったもの。
　生産緑地地区は、生産緑地法第３条第１項第２号の規定により、５００平方メートル
以上の規模の区域を条件としているが、市では、生産緑地法第３条第２項の規定にもと
づき、条例で、区域の規模の条件を３００平方メートルとしている。

№544 9/16 新町5丁目地内
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農地 森林

930.00 ㎡ 〇 畑

計 930.00 ㎡

82.00 ㎡ 〇 畑

470.00 ㎡ 〇 畑

計 552.00 ㎡

662.00 ㎡ 〇 畑

計 662.00 ㎡

311.00 ㎡ 〇 畑

計 311.00 ㎡

993.00 ㎡ 〇 畑

0.91 ㎡ 〇 畑

計 993.91 ㎡

350.00 ㎡ 〇 畑

計 350.00 ㎡

6地区 0地区

（6件） （0件）

生産緑地
地区番号

計画図
番  号

位　　置 地　　積
指定区分

地目 備考

№904 8/16 梅郷6丁目地内

№905 7/16 師岡町2丁目地内

№906 10/16 野上町3丁目地内

№907 11/16 梅郷2丁目地内

№908 11/16 梅郷1丁目地内

№909 15/16 長淵2丁目地内

合計 ― ― ― ―

追加一覧表追加一覧表
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